
① 社員が免許を取得し、会員事業者が自動車教習所に支払いをした場合

② 会員事業者が免許取得費用を社員に貸付をした場合

※ 貸付を免除した時期が要件となる。

・免許取得

・貸付契約 （３年の場合）

　　①及び②ともに正社員・契約社員・嘱託社員を助成対象とする。

貸付免除 （契約終了）

R6
10/1 9/30 9/30 10/1 9/30

免許取得

対象期間
R2 R3 R4 R5

対象期間
R5 R6

10/1 9/30

令和6年度バス運転者の大型二種免許取得養成助成事業の要件について


